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１．はじめに

2013 年 9 日 7 日，ブエノスアイレスの会場で IOC

（国際オリンピック委員会）のロゲ会長から，「トウ

キョウ！」の一声があがった。東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック招致委員会のメンバーが歓喜に沸

く映像を目にして，多くの日本人が東京でのオリン

ピック・パラリンピック開催に胸を躍らせた。

日本での夏季大会開催は，1964 年の東京大会以来ま

さに 56 年ぶりである。生まれて初めての自国開催と

なる夏季大会へ向けて，出場を目指す現アスリートや

夢見る少年少女達も少なくないであろう。一部では，

早くも 2020 年オリンピックでのメダル獲得を目標に

掲げた少年少女達の強化育成も始まっており，6年後

を見据えた日々の練習に励んでいるようである。

その一方で，大会を自社の利益獲得に繋げようとい

う世界中の企業の戦いも，既に火蓋が切られたと言え

よう。世界規模のスポーツイベントの成功に莫大なス

ポンサー料が必要であることは，今や周知の事実であ

る。企業側としても，国際的スポーツイベントを利用

した広告宣伝を通じて自社ブランドの周知度を高め，イ

メージを向上させるという戦略に成功すれば，将来に向

けた利益の拡大や事業の発展に繋げていくことができる。

このような大会運営側とスポンサー側の双方がそれ

ぞれ享受できる利益を確保していく上で，商標権，著

作権を始めとする知的財産権やこれらに付随するグッ

ドウィルを適切に保護していくことが，スポーツイベ

ントの成功にとって今や必要不可欠である。スポン

サーの権利を確保することができなかったり，第三者

による不正行為に対するスポンサーの対応要請に適切

に対処することを怠ったりすれば，次回以降の大会運

営が資金不足に陥るという状況をも招きかねない。

オリンピック・パラリンピックと同様に 4年に 1回

開催される国際的スポーツイベントの一つが，FIFA

ワールドカップTMである。FIFAワールドカップTMは，全

世界でのべ何百億もの人がテレビでその試合を視聴して

おり，その点においてはオリンピックをも上回る世界最大

規模を誇っている。視聴者数は，そのままブランドの宣伝

効果に結びついていると言っても過言ではないであろう。
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国際的スポーツイベントと知的財産権保護
〜権利確保からアンブッシュマーケティング対策まで〜

近年，日本開催の機会が益々増えている国際的スポーツイベントと知的財産権とのかかわりについて考察す

る。国際的スポーツイベントには，その経済効果が短期集中的に発揮され，かつ数多くの企業がライセンシー

として巨額の投資を行うという特有の側面があり，関連する知的財産権の保護には，通常以上に周到な事前の

準備，迅速な対応及び柔軟な対策が求められる。そして今や，スポーツイベントに関する知的財産権保護にお

いて大きな問題となっているのが，アンブッシュマーケティング対策である。これまで様々に形を変えて発展

してきたアンブッシュマーケティング行為は，今後もさらに発展していくことが予想される。2002 年日韓

共催 FIFA ワールドカップTM開催時に FIFA（国際サッカー連盟）の代理人を務めた筆者が，その経験に基づ

き，具体的事例と共に知的財産権保護のための取り組みとその効果について論じる。
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2002 年，FIFAワールドカップTMが，韓国との共催

という形で初めて日本で開催された。その 2002 年日

韓共催 FIFA ワールドカップTMを視野に，1998年フ

ランス大会当時，FIFA（国際サッカー連盟）の代理人に

指名された筆者の経験を踏まえ，今回寄稿する。筆者のこ

れまでの経験が，2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会の成功に向けた活動の参考となれば幸いである。

また，本稿では特に，日本ではその問題及び解決につい

てまだあまり十分な理解及び検討がなされていないと思わ

れるアンブッシュマーケティングについて，様々な事例を紹

介した上で，その対応の難しさと必要性について論じたい。

２．権利の確保

知的財産権の保護という観点において，国際的ス

ポーツイベントの運営側が第一にすべきことは，適切

な権利の確保であることは言うまでもない。2002 年

FIFA ワールドカップTMの際，FIFAは，日本国内で

既に所有していた「FIFA WORLD CUP」等の 100件

近い商標に加え，2002 年大会独自のエンブレム，マス

コット等に関する商標を新たに 300件近く出願した。

出願は，大会開催の 3年以上前から行われ，大会開催

の 1年以上前にはほぼ全ての登録が完了していた。エ

ンブレム及びマスコットの図形については 35 の区分

で出願を行ったが，無用な拒絶理由通知の発行を回避

し，かつ，ライセンス付与を確実に行えるよう，過去

のライセンス契約と予想されるライセンスの範囲に基

づき，実際に必要な商品・役務を指定商品・役務とし

て具体的に記載することを求められたため，出願前の

指定商品・役務の調整には相当の時間を要した。特

に，2002 年大会のマスコットデザイン 3種について

は，その公表時期に合わせた出願日の確保を要求され

ていたため，事前に入念な準備をしておき，当日朝に

FIFA から受領したデザインを商標見本として，100

件以上の出願を同日中に行わなければならなかった。

あまり前例のない指定商品・役務の記載もあったた

め，審査に時間を要することも予想された。そこで，

効率的なライセンスプログラムの策定に有用となるよ

う，いかにして審査・登録手続を効率化し，指定商品・

役務が一律的に記載された登録を受けられるかについ

て，特許庁審査官の助言を事前に求めることも行った。

登録手続を進める一方で，FIFA が代理店を通じて

展開するライセンスプログラムの障害になり得る既存

又は未登録の第三者権利に対しては，異議申立，無効

審判，審決取消訴訟等の手続を行い，また，場合に

よっては既存の権利保有者との交渉や和解を通じて，

障害の解消に努めた。特許庁からは，FIFA による異

議申立及び無効審判に関連して，世界の他の国々で

FIFAがかかわってきた事例の状況について情報提供

してほしい旨の要請があり，各国の裁判例や決定等数

十件を日本語の翻訳文も添えて提出した。

３．知的財産権侵害対策

権利を確保し適切なライセンシングを行った上で，

次に大切なのは，ライセンシーとなる大会スポンサー

の権利を保護するための有効な対策を講じることであ

る。スポーツイベントの場合，その経済効果の大半が

大会開催期間中及びその前後数十日間という極めて短

い期間に集中するため，事後の対策だけではとても十

分とは言い難い。日本の場合，商標権侵害に対する仮

処分命令を申し立てても，申立が認められるまでに

6ヶ月程度を要するため，大会が始まって侵害品が出

回る頃に対策を講じたのでは時期を逸してしまう。

2002 年 FIFA ワールドカップTMの際には，まず，

商標登録一覧，商標等の正しい使用態様，ホログラム

を含む真偽判定方法，被疑侵害行為の報告手順，随時

更新されるライセンシーリスト，メディア向け指導等

をまとめたマニュアルを作成した。また，積極的な啓

発活動を実施し，FIFA代理人として FIFAの権利を

守るために真摯な姿勢で臨む筆者の決意も，当時の

NHKニュース番組で取り上げられた。

2002 年 FIFAワールドカップTMに関しては，「平成

十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法」が

1998年に施行されていたため，筆者はこれに基づき各

関連省庁と折衝を重ね，2001 年 6月には警察庁，財務

省関税局，特許庁，文化庁等の関連省庁の他，2002 年

FIFA ワールドカップTM日本組織委員会（JAWOC）

及び広告代理店とも連携し，FIFA の知的財産権保護

を図るための不正品対策協議会を立ち上げるに至った。

特に，商標権侵害品はその多くが中国から流入して

くることから，中国をメインターゲットとする水際対

策の徹底が重要と考えられた。そのため，東京税関の

担当調査官とも数回にわたり打合せを重ね，FIFA の

権利侵害対策に対する積極的協力を仰いだ。

実際に輸入差止手続が開始された後も，手続が円滑に

進むようになるまで，ほぼ毎日担当官と協議し調整を行う

必要があったが，その甲斐あって，大会期間中及びその
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前後，東京（成田／羽田空港，東京国際郵便局内），名

古屋，大阪，横浜，門司を含む日本全国の税関で数多く

の疑義貨物が発見され，これら貨物についてFIFAの権

利侵害品である旨主張した意見書を提出することにより，

その輸入を差し止めることができた。その商品の種類は，

スポーツシャツ，サッカーシャツ，Tシャツ，腕時計，メダ

ル，キーホルダー，灰皿，ベルト，記念たて，財布，ぬい

ぐるみ，置物，ピンバッジ入り額縁，トランプ等と，多岐

にわたった。こうした水際対策は，侵害行為の発生を未

然に防ぐ上で最も有効な手段の一つである。税関から積

極的支援を受けられたことによる効果は大きかった。

《日本各地の税関で輸入差止が行われた侵害品の例》

FIFAトロフィーを模した侵害品。

台座部分に「FIFA WORLD CUP」の文字を使用。

イタリア代表チームのユニフォームを模した侵害品。

胸の部分に「2002 WORLD CUP KOREA JAPAN」の文字を使用。

サッカーボール型をした置物である侵害品。

大会エンブレムの図形と「2002 FIFA WORLD CUP KOREA

JAPAN」の文字を使用。

一方，日本国内で流通している侵害品についても，

大会開催のかなり前から，ギフトショー等の見本市で

展示されている商品見本や，キャラクターグッズ又は

スポーツ用品の販売店で陳列されている商品を見て

回った。実際に侵害品を発見した場合には，その場で

販売者と直接協議して侵害品の販売を中止させ，今後

侵害品を販売しない旨の誓約書を取り付けるというこ

とも行った。さらに，ライセンシーや広告代理店を通

じて情報があがってきた被疑侵害品については，被疑

侵害者に対する警告書の送付や訴訟の提起という形で

対抗した。2002 年 FIFA ワールドカップTMの場合に

は，権利者が基本的にフランス国内に所在するという

状況で日本国内の侵害行為に対応する必要があったた

め，権利者，代理人，日本国内のマーケティング代理

店及びライセンシーの間における連絡経路や対策手順

をあらかじめ確立しておくことが，迅速な対策を講じ

る上で重要であった。

上記のような水際対策や早い段階からの被疑侵害品

対策などが功を奏し，フランスで開催された 1998年

FIFA ワールドカップTMでは件数の多かった大会関

連の侵害訴訟が，2002 年大会では 1件のみに留まっ

た。大会が始まる 1年半以上前の 2000 年 12月には当

該訴訟の判決が言い渡され，権利者側が主張した商標

権侵害，不正競争防止法違反，及び FIFAトロフィー

にかかる著作権侵害が認められた。このことの意義

は，その後FIFAの権利を有効に主張し行使していく

上で非常に大きかったと言える。

さらに大会開催期間中は，FIFA が編成したチーム

で各地の試合会場近辺をパトロールし，侵害品を発見

した際には警察に通報するという手段も講じた。この

パトロールには筆者も同行し，FIFA が日本で所有し

ている権利について確認するなどのサポートを行っ

た。サッカー競技における世界一を決定する国際競技

会の運営という本来の目的に向けて大会を盛り上げて

いく一方で，大会のライセンシーの権利を保護するた

めに真剣かつ地道な活動を行っている FIFA の様子

は，強く筆者の印象に残った。

４．アンブッシュマーケティング

2002 年 FIFA ワールドカップTMに向け，筆者はそ

の約 4 年前から FIFA の代理人を務めることになっ

たが，FIFA は当初から，アンブッシュマーケティン

グ対策への強い関心を示していた。アンブッシュマー
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ケティングは，国際的注目度の高いスポーツ競技会に

共通する問題であり，いずれの主催団体もアンブッ

シュマーケティングに対抗する姿勢を強く示してい

る。アンブッシュマーケティングの方法は様々であ

り，また，年々新たな手法が生み出されている。この

ことが，さらにアンブッシュマーケティングへの対策

を難しくしていると言えよう。以下，時代とともに発

展してきたアンブッシュマーケティングについて，そ

の多様な具体例を挙げて説明する。

（１） アンブッシュマーケティングの始まり

アンブッシュマーケティングという言葉は，1980 年

代にアメリカで「隠れた場所からの攻撃」という意味

を持つ造語として生まれた。FIFA の解釈及び説明に

よれば，アンブッシュマーケティングとは，イベント

主催者の承認を得ずに，商業上の関連性を作出した

り，販売促進に繋がるような露出を試みたりすること

で，イベントに寄せられる高い関心やイベントの話題

性を利用するマーケティング行為として，禁止されて

いる行為をいう（www.fifa.com/brandprotection参照

（英文））。

アンブッシュマーケティングには，直接的なものと

間接的なものがある。直接的アンブッシュマーケティ

ングとは，例えば，イベントチケットの無償提供やイ

ベント標章等の使用を通じた広告又は販促活動によ

り，行為者がイベントと直接の関連性を有しているか

のように装う行為である。一方，間接的アンブッシュ

マーケティングとは，イベントの名称や標章を使用す

ることなく，そのイベントと関連性を有するかのよう

に見せかけることを狙ったキャンペーン等を行う行為

である。スポンサーではない企業が，イベント会場の

近くで存在感を示すことにより一般公衆の関心を集

め，これをマーケティングに利用しようとすることも

禁止対象行為である，と FIFA は位置付けている。

FIFA の基準上，正当な支払を伴わずにイベントを利

用して行われる広告宣伝活動はすべて，FIFA及びそ

の商業パートナーにとって不正行為となる。

FIFAワールドカップTMは，競技会を発展させ盛り

上げようという主催者のたゆまぬ努力は勿論のこと，

FIFAの商業パートナーの経済的貢献に支えられて成

り立ってきた。従って，FIFA は，公式スポンサーの

価値を毀損し，FIFA の商業プログラムを危機に晒す

ような行為を看過することはできないとして，アン

ブッシュマーケティング行為の阻止を，FIFA のブラ

ンド保護活動の中でも特に重要視している。FIFA の

立場上，FIFAワールドカップTMの運営に貢献するこ

となく，大会のイメージが有する商業的価値や集客力

を利用する行為は決して許されない。国際オリンピッ

ク委員会（IOC）や日本オリンピック委員会（JOC）

も，アンブッシュマーケティング行為に対して同様の

懸念を抱いており，これを行わないよう強く呼びかけ

ている。

FIFAワールドカップTM，オリンピック等の国際的

スポーツイベントにおいてこれまで行われたアンブッ

シュマーケティング行為の具体例を，以下に見ていく。

（２） アンブッシュマーケティングの具体例

① コダック vs 富士フイルム（1984 年）

アンブッシュマーケティングの最初の顕著な事例と

してよく挙げられるのが，1984 年のロスアンゼルス・

オリンピック大会の際にコダック社が展開したマーケ

ティング戦略である。同大会では，写真フィルムの製

造・販売業においてコダック社と競合する富士フイル

ム社が，大会の公式スポンサーになっており，同大会

と関連付けた広告を全世界的に行う権利を有してい

た。これに対しコダック社は，米国で同大会を放映す

る ABC テレビのスポンサーになった他，米国陸上

チームのサプライヤーにもなり，これらのことを通じ

て大々的な広告宣伝活動を行なった。その結果，米国

消費者の間にはコダック社が同大会の公式スポンサー

であるとの誤認が生じたが，富士フイルムは当時，こ

れを阻止するための法的措置を講じることができな

かった。

② ペプシコ vs コカコーラ（1990 年）

アンブッシュマーケティングについて法廷で論じら

れたという点で，大変重要な事例の一つである。北米

のプロアイスホッケーリーグであるナショナル・ホッ

ケー・リーグ（NHL）で 1990 年に行われたプレイオフ

の際，公式スポンサーの立場にあった清涼飲料メー

カーはコカコーラ社であった。同じく清涼飲料メー

カーであるペプシコ社は，その時期に，NHLの登録商

標は一切使用せず，プレイオフ参加チームの都市名と

ゲーム番号をボトルの王冠の裏やスクラッチカードに

印刷し，当選者はホッケー関連賞品を貰えるという懸

賞を行ってプロモーションを展開した。また，優勝決

国際的スポーツイベントと知的財産権保護

パテント 2014Vol. 67 No. 5 − 19−



定戦のカナダ国内放送中には，ホッケー界のレジェン

ドとも言われる元選手を起用し，そのキャンペーンの

広告を行った。こうした行為に対し，NHL側は，ペプ

シコ社による詐称通用を訴えて訴訟を提起した。しか

し裁判所は，ペプシコ社による行為が NHLとの関連

性を消費者に誤認させたとは言えないとして，NHL

側の請求を認めなかった。この事件は，アンブッシュ

マーケティングの行為者に対して法的措置を講じるこ

とがいかに難しいかを物語っている。

③ アメリカン・エキスプレス vs VISA（1992 年）

1992 年バルセロナ・オリンピック大会の公式スポン

サーとなった VISA 社は，「オリンピックでは，アメ

リカン・エキスプレスは使えません」という台詞と同

時に，アメリカン・エキスプレスカードを持った人の

顔先でチケットカウンターの窓がぴしゃりと閉められ

る画像を流す広告を行った。アメリカン・エキスプレ

ス社はこれに対抗する形で，「スペインに行くのに

VISAは必要ありません」と広告で唱えた。この事例

の場合，VISA社が訴訟等の手続を行うことはなかっ

た。その一方でアメリカン・エキスプレス社は，自社

の広告活動は合法的なものであり，アンブッシュマー

ケティングには該当しないとの見解を公に示した。

④ ナイキ vs アンブロ（1996 年）

1996 年に英国で開催された UEFA（欧州サッカー

連盟）主催の欧州選手権における事例であり，その後

のスポーツイベント主催者に大きな方針転換をさせる

きっかけとなったものである。世界的スポーツウェア

ブランドのアンブロ社は，高額のスポンサー料を支

払って同大会の公式スポンサーになっていたが，同じ

く世界的スポーツウェアブランドであるナイキ社は，

準々決勝，準決勝及び決勝が行われたロンドンのウェ

ンブリー・スタジアムの最寄駅であるウェンブリー

パーク駅構内及び周辺のポスター掲示スペースや広告

掲載場所を大々的に買占め，競技期間中，これらの場

所を利用して自社ブランドの販売促進を行った。こう

した状況を受けて UEFA は，その後の欧州選手権で

は，会場から半径 1〜3 キロ圏内の全広告媒体につい

て自ら貸し出すという予防措置を講じることとなった。

⑤ ナイキ vs アディダス（1998年）

近年，アンブッシュマーケティング行為は，大会の

公式スポンサーであるという誤認を生じさせる広告宣

伝活動のような直接的行為から，より間接的な行為へ

とさらに発展してきている。その先駆けの一つが，

1998年にフランスで開催された FIFA ワールドカッ

プTMの際に，スポーツブランドのナイキ社が行った

ナイキパークの運営である。同大会では，世界的ス

ポーツウェアブランドの 1つであるアディダス社が公

式スポンサーであったが，ナイキ社は，パリ市内に

700万ドルの費用を投じて 7,800平方メートルのナイ

キパークを設営し，無料で参加できるサッカー関連の

アクティビティ等に若者を中心とする 45万人もの来

場者を迎え，サッカー関連グッズの販売も行った。あ

わせて，近郊の町までナイキのロゴを表示した車列を

走行させ，各地でサッカーの練習や競技を行える機会

を提供した。このような行為に対して未然に防いだり

対抗措置を講じたりすることは大変困難であり，イベ

ントの主催者にとっては非常に頭の痛い問題である。

パリ市内に設営されたナイキパーク

（３） アンブッシュマーケティング対策

上記の通り，アンブッシュマーケティングはその手

法が多種多様で，また独創的でもあり得るために，決

まった対処法というのがない。

イベントの主催者がまずできることとして，FIFA

の場合には，スタジアム内におけるアンブッシュマー

ケティング行為を防止するため，チケット販売約款に

「バナー，標識，シンボル及び小冊子を含むいかなる性

質の販売促進用又は商業用の物品も，本大会の試合が

行われている会場に持ち込むことは禁止する」旨を明

記している。また，違反行為を排除するための監視体

制も整えられている。

しかしながら，スタジアム外におけるアンブッシュ

マーケティングへの対策は非常に難しいというのが現
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実である。2002 年 FIFA ワールドカップTM開催前に

は，想定されるアンブッシュマーケティング行為とそ

の対策をまとめたマニュアルを作成した。以下に，具

体的に想定した行為の例を挙げる。

Ａ．商品の配布

−スタジアム周辺，市街地，又は駅・バス乗り場周辺

で，公式スポンサーの競合者等が旗，帽子，Tシャ

ツなどを無料で配布する行為

Ｂ．広告

−スタジアム周辺，市街地，又は駅・バス乗り場周辺

の公共の場所又は公共の建物に大会との関連性を想

起させる看板を掲げたり，バナーを吊るしたりする

行為

−スタジアム周辺，市街地，又は駅・バス乗り場周辺

の私有地にあるビル，集合住宅，家屋等に大会との

関連性を想起させる看板を掲げたり，バナーを吊る

したりする行為

−バス等の乗物の車体又は車内に大会との関連性を想

起させるような広告を掲げる行為

−市街地又はスタジアムの周辺を走行するトラックの

後方に広告を掲げる行為

−トラックの後方に広告を掲げ，市街地，スタジアム

周辺，スタジアムへの主要ルートにある橋の上等の

目立つ場所に停車しておく行為

−市街地，駅，バス乗り場又はスタジアム周辺でポス

ター，パンフレット等を配布する行為

−試合中又は試合前後に，自社ブランドを機体又はバ

ナーに付した小型の飛行機又は飛行船をスタジアム

周辺の上空に飛ばす行為

Ｃ．その他

−市街地又はスタジアム周辺に，大会との関連性を想

起させるようなテーマパークを設営する行為

−公園内又は飲食店の外等，公共の場所に設置した大

画面で大会の映像を流す行為

以上のような行為への対策マニュアルを作成するに

あたって当時検討した法律等は，不正競争防止法，軽

犯罪法，騒音規制法，道路交通法，航空法，建築基準

法，食品衛生法，各開催地の公安条例，環境美化条例，

屋外広告物条例の他，屋外広告団体の業界自主規制

コードや広告監視団体の規制コード等，広範に及ん

だ。しかしながら，法律等を根拠としてアンブッシュ

マーケティング行為の不当性を主張することは，実際

にはかなり難しい。

そうした状況の中でも，FIFA は，アンブッシュ

マーケティング行為に対して積極的に法的措置を講じ

る取り組みを世界各地で行ってきている。その具体例

を以下に挙げる。

① 2002 年 アルゼンチン

コカコーラ社が公式スポンサーを務めていた日韓共

催の 2002 年 FIFA ワールドカップTM開催中，アルゼ

ンチン国内でペプシコ社が「TOKYO 2002」というフ

レーズと共に，有名サッカー選手やサッカー関連画像

を使った TV コマーシャルその他の広告を行った。

アルゼンチンの裁判所は，これに対するFIFAの訴え

を認め，かかる広告の即時中止を命令した。

② 2006 年 イスラエル

世界的ハンバーガーチェーンであるマクドナルド社

は，1994 年以来，FIFAワールドカップTMの公式スポ

ンサーを務めている。これに対し，同じく世界的ハン

バーガーチェーンであるバーガーキング社のイスラエ

ルにおけるフランチャイズ企業は，ドイツ開催の 2006

年 FIFA ワールドカップTMに先立ち，自社のウェブ

サイト上に FIFA ワールドカップTMの画像を表示し，

FIFA ワールドカップTM観戦チケットのついた旅行

を賞品とする懸賞を行っていた。テルアビブの地方裁

判所は，FIFA による差止申立を認め，前記行為の即

時中止を命じた。

③ 2009 年 南アフリカ

2010 年 FIFA ワールドカップTMの開催を翌年に控

えた南アフリカにおいて，FIFA にとって画期的な判

決が得られた。2007 年頃から，「2010 POPS」という

商品名で，過去の FIFA ワールドカップTMの公式

ボールと南アフリカの国旗を組み合わせたデザインの

パッケージにくるんだロリポップキャンディーが販売

されていたが，この販売行為が不当に大会との関連付

けを行う行為であると判断されたのである。これによ

り，アンブッシュマーケティング行為に対する南アフ

リカ商品表示法の有効な適用が認められた。南アフリ

カではさらに，2010 年，FIFAワールドカップTM開催

スタジアムの名称，ロゴ，デザイン等の使用を禁止す

る通商産業省の通達も発行された。
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（４） アンブッシュマーケティング防止策

2014 年 FIFA ワールドカップTMは，ブラジルで開

催される。大会チケットの利用条件には，アンブッ

シュマーケティング行為の禁止が明記されている。ま

た，2012 年に制定されたブラジルの FIFA ワールド

カップ法では，懸賞としてのチケット利用が明示的に

禁止されている。FIFA はまた，アンブッシュマーケ

ティングの行為者に対して発送するレターも用意して

いる。そのレターでは，FIFAワールドカップTMの公

式スポンサーではない企業に対し，自社とFIFAワー

ルドカップTMを同時に想起させるような行為をしな

いよう，すなわち，スタジアム近辺でブランドを付し

た帽子，旗等を配布したり，建物にブランドを掲示し

たりして存在感を示すことのないよう求めている。ま

た，選手やコーチ等の代表チームメンバーによるアン

ブッシュマーケティング行為の禁止にも言及している。

（５） アンブッシュマーケティング対策の効果

2010 年に南アフリカで開催された FIFA ワールド

カップTMに関しては，大会前に 4000件にも及ぶアン

ブッシュマーケティング行為の報告があり，FIFA は

そのうち南アフリカ国内で約 700件，他の 56ヵ国で合

計約 200件に対応した。FIFA のこれまでの経験によ

ると，国際的企業又はその現地企業によるアンブッ

シュマーケティング行為の場合，FIFA の権利保護

チーム又は現地代理人から当該企業に対して警告を発

しただけで，そのような行為が直ちに中止されるケー

スが多い。従って，徹底した監視態勢，円滑な報告手

順，適切かつ迅速な対応へと繋がる効率的な手段を事

前に確立しておくことが，アンブッシュマーケティン

グ行為への対策として非常に重要であり効果的である

と思われる。

５．おわりに

以上，国際的スポーツイベントと知的財産権とのか

かわりについて，具体的事例を挙げて考察を行なっ

た。商標権侵害行為に対抗するためには，商標登録手

続き，対応マニュアルの作成から税関での差し止め対

応に至るまでいかに膨大かつ入念な準備作業が必要と

されるか，また手を変え品を変えて行われるアンブッ

シュマーケティング行為に対しては，起こりうる様々

なケースを想定し事前に対策を行うことがいかに重要

であるかがお分かり頂けたと思う。知的財産権の保護

及びスポーツイベントの持続的運営においては，この

ような迅速・適切な取り組みこそが，最も重要な将来

的課題の一つと言えるであろう。

世界最高レベルのスポーツ選手達が競い合う姿は，

老若男女を問わず，人々の心に大きな感動を呼ぶ。そ

の一方で，競技会がもたらす経済効果も莫大である。

競技の場でも，取引の場でも，フェアープレイの精神

が貫かれ，それぞれの努力が確かな形で結実すること

を期待してやまない。
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